
栃木県産業労働観光部労働政策課　Ｒ６年度働き方改革応援事業(委託先：㈱ＴＭＣ経営支援センター)

詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
https://tmc-soudan.com/tochigi/workstyle-support2024/

常時雇用する労働者101人以上の企業は、女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法に
基づく一般事業主行動計画の策定・届出、社内周知・公表が義務化されています。
（100人以下の企業は策定の努力義務）

皆さんはもうお済みですか？

※専門家とは…
制度や労務管理（キャリアパス・賃金制度・人材育成等）、経営診断に精通した社会保険労務士、中小企業診断士や実務経験者

 ● 一般事業主行動計画の策定・届出・公表

 ● 一般事業主行動計画目標達成

 ● えるぼし・くるみん認定の取得

 ● 男女生き活き企業認定の取得

 ● 男性育児休業の取得推進

 ● 女性の活躍・両立支援総合サイトへの登録・データ公表　など

相談・参加

無料

先着
100社程度

栃木県内の企業・事業所の皆様へ

男女ともに働きやすい職場環境づくりのために

アドバイザーを派遣します！

社会保険労務士等の専門家※が企業へ訪問し、
次の支援やアドバイスを行います



主　　催　栃木県産業労働観光部労働政策課
受託運営　株式会社　TMC経営支援センター　
　　　　　〒329-3157 那須塩原市大原間西1-10-6　TEL:0287-67-0001　FAX:0287-67-3024

■　申込み　専用サイト申込フォーム または FAX 0287-67-3024

事業所名

住所　〒

担当者名
役職

希望項目にチェック�をつけてください。

電話番号

メール

事業所規模
労働者数 名

□女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定
□次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画の策定
□えるぼし認定
□くるみん認定

□男女生き活き企業認定
□男性育児休業取得推進
□一般事業主行動計画策定後の目標達成
□女性の活躍・両立支援総合サイトへの登録・データの公表

募 集
要 項

支援期間

対 象

令和６年６月から令和７年３月末

栃木県内に本社のある労働者300人以下の中小企業
（えるぼし・くるみん・男女生き活き企業認定支援・男性育児休業の取得促進は企業規模を問いません。)

アドバイザーが支援する主な内容 メリット

★ 企業のイメージアップ
★ 人材の定着
★ 社員のモチベーション向上
★ 日本政策金融公庫による融資制度
  (常時雇用する労働者100人以下の企業)
★ 栃木県建設工事入札参加資格に
★ おける技術評価点数の加点

★ 認定マークの表示
★ 日本政策金融公庫による融資制度
★ 公共調達における優遇措置
★ 県融資制度「重点政策推進融資」を利用可
★ 栃木県建設工事入札参加資格に
　 おける技術評価点数の加点

★ 認定証の交付
★ 県融資制度「重点政策推進融資」を利用可
★ 栃木県建設工事入札参加資格に
★ おける技術評価点数の加点

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現
するため、事業主が自社の女性の活躍に関する状
況把握・課題分析を行い、その結果を勘案し課題解
決に向けて策定する計画。

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環
境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多
様な労働条件の整備などに取り組むために策定す
る計画。

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業の
うち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が
優良である等、一定の要件を満たした場合に国が
認定する制度。

一般事業主行動計画の策定・届出を行い、その行
動計画に定めた目標を達成する等、一定の要件を
満たした場合に国が認定する制度。

女性活躍の推進や働き方見直しに積極的に取り組
み、誰もがいきいきと働けることを目指している企業
等を「男女生き活き企業」として栃木県が認定・表
彰する制度。

「女性活躍推進法」
に基づく一般事業主行動計画

「次世代育成支援対策推進法」
に基づく一般事業主行動計画

「女性活躍推進法」
に基づく
「えるぼし」認定

栃木県
「男女生き活き企業」認定

「次世代育成支援
対策推進法」に基づく
「くるみん」認定

定 員

費 用

支援回数

先着100社程度　※定員になり次第締め切らせていただきます。

無料

各支援項目につき１社あたり３回程度


